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要旨

長野県松本市は、独自の文化と地域自治
の歴史を持つ地域である。同市では 5 年か
けて、2018 年（平成 30 年）3 月に、文化
財を核とした魅力あるまちづくりを進めてい
くためのマスタープラン「松本市歴史文化基
本構想」を策定した。同年、こうした調査結
果を地域づくりに活かそうと、住民が主体
となって文化財の保存活用を促すための制
度「まつもと文化遺産」選定制度を創設した。
2019 年（平成 31 年）2 月には「松本市文
化財保存活用地域計画」を策定した。 

このプロセスにおいて、特筆すべき点は 2
点である。一点目は、基本構想の策定にあた
って、全 35 地区で地域住民が自ら、地区公

地域の公民館活動を基盤にした
文化財保存活用の取り組み 

長野県松本市

民館を拠点に文化財の悉皆調査を行い関連文
化財群をまとめたことである。二点目は「ま
つもと文化遺産」選定制度の保存活用団体が、
町会（いわゆる町内会）や公民館のひとつの
活動となっている点である。すなわち、住民
主体の地域づくりとの接合を明確に意識して
いることにある。 

この構想の実現を可能にした背景には、
住民と行政が 1970 年代からともに取り組ん
できた住民主体の地域づくり活動の蓄積があ
る。同市では、市町村合併を経て、市内 35
地区のすべてに設置されている地区公民館を
拠点に、地域課題の解決に向けた地域福祉、
公民館活動の学習、地域振興の 3 つの活動
が活発に行われている。こうした住民主体の
活動の蓄積は、文化財の保存活用の分野でも
活かされたのである。 

日　時：2021 年１月 26 日　13：00 ～ 15：00（オンライン）
インフォーマント：松本市役所
　　　　　　　　　床尾 拓哉氏（松本市地域づくり部 地域づくり課 地域づくり担当 主査）　　　　　　　　　
　　　　　　　　　横山 史樹氏（松本市教育委員会教育部生涯学習課・中央公民館 社会教
　　　　　　　　　　　　　　　育推進担当係長）
　　　　　　　　　竹原 学氏（松本市教育委員会 文化財課長）
　　　　　　　　　田多井 用章氏（松本市教育委員会文化財課 課長補佐（文化財担当係長））
　　　　　　　　　石井 佑樹氏（松本市教育委員会文化財担当 主任）
調査者：上杉 和央（文学部歴史学科准教授・京都地域未来創造センター統括マネージャー）　
　　　　鈴木 暁子（京都地域未来創造センターコーディネーター）
まとめ作成者：鈴木 暁子
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 松本市の公民館活動の概要 

「はじめに住民の学習ありき」 
松本市の公民館は 1947 年 4 月に発足し

た。もともと伝統的に教育への関心が高い地
域であり、「はじめに住民の学習ありき」の
考え方が根付く土壌のなかで、身近な地域に
公民館を設置し、公民館活動を通じて住民相
互の親睦を深めたり、地域課題等について共
有・学習したり、住民とともに歩んできた１。

1970 年代からは、地域自治を追求する住
民活動が展開され、地域づくりの人材発掘、
人づくりの拠点となってきた。その後、平成
の市町村合併や、コミュニティセンター構想

（出先機関の統合）をくぐり抜け、住民と行
政の協働による生涯学習計画づくりを通じて
住民の学習権を問い直してきた。1990 年代
には、地域の福祉拠点「福祉のひろば（福祉
の公民館）」が全地区に建設され、住民主体
の福祉活動が始まった。2000 年代に入ると、
都市内分権の動きのなかで、住民と行政が協
働して地域づくりに取り組むために、既存の
支所・出張所、福祉ひろば、公民館の機能を
連携させた地域づくりセンターが設置されて
いる。 

松本市公民館の概要（生涯学習課） 
松本市の公民館は松本市の条例により設

置され全部で 36 館（中央公民館 1・地区公
民館 35）で、松本市教育委員会が所管する
教育機関である。地区公民館は、松本市の 
35 地区すべてに設置され、区域は旧町村・
小学校区域の日常生活圏エリアである。地区
公民館の運営にあたっては、松本市公民館条
例施行規則によって公民館委員会が設置され、
５つの部門委員会（運営、館報、図書・視聴覚、
文化、体育）が設置されている。館長・館長
補佐・公民館主事が配置され、住民と松本市
職員が協働した地域づくりを展開している。 

中央公民館（1 館）は、対象地域を限定し
ない全市的事業を実施するほか、地区公民館
の連絡調整を行っている。 

町会公民館（486 館） 
町内公民館は町会（自治組織）単位で、

本稿は、文化財保存活用と、地域づくり、
公民館活動の３つの側面から、市役所の各担
当に伺ったインタビュー内容をもとに、項目
ごとにまとめたものである。当初、松本市に
伺ってのインタビューおよび見学を予定して
いたが、コロナ禍の影響で現地見学ができず
にオンラインでのインタビューとなった。多
忙な中、インタビューや資料作成にご協力い
ただいた、現在は地域づくり課地域づくり担
当で、公民館勤務の経験を持つ床尾氏、教育
委員会で公民館活動を担当する横山氏、そし
て、文化財課の竹原氏、田多井氏、石井氏に、
お礼を述べたい。 

長野県松本市の概要 

長野県松本市は、長野県中信地方に位置
する市で、2005 年に、周辺の 4 村（四賀村、
安曇村、奈川村、梓川村）を合併、2012 年
には波田町を合併し、2021 年 4 月には、中
核市に移行している。人口 236,827 人（2022
年 2 月 1 日現在）で、長野県内では長野県
に次いで第二位。面積は、978.47 平方キロ
メートル（2014 年 10 月 1 日現在）で、長
野県で最も広い自治体となっている。

同市は、中心市街地、農業・中山間地エ
リアなど、異なる地域性や文化を有した 35
地区から構成されている。また、松本市中心
部は、国宝松本城を中心とする旧城下町であ
る。第二次世界大戦による戦災を免れたこと
から、旧開智学校（国宝）などの歴史的建造
物が多く残っている。 

図１　聞き取り風景 
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られる。

地域づくりセンターの設置 
2014 年には、全 35 区に、行政、地域、

市民活動団体がつながる地域づくりシステム
が動き始めた。地域づくりシステムと言って
も、固定的な組織体ではなく、各主体がゆる
やかにつながる協議体である。その中心は、
全 35 地区（おおむね合併前の小学校区に対
応）ごとに設置された「地域づくりセンター」
である。公民館（学習）、福祉ひろば（地域
福祉）、支所・出張所（地域振興）の３つの
機能が一体となった松本市独自の体制で、住
民主体の地域づくりを支えている。 

地域づくりセンターの体制と市職員の配置 
図２は地域づくりセンターの体制である。

公民館に配置されている公民館主事はセンタ
ー業務を併任し、地域課題の把握・集約・解
決に向けた支援や、それぞれの活動をコーデ
ィネート、地区関係団体や市、調整する役割
を担っている。 

インタビューによれば、松本市全体で、
公民館主事は約 40 名おり、異動の周期は 3
年、長い人で一か所 5 年。教育委員会、公民館、
首長部局間での異動は、頻繁にある。若い職
員が公民館に来るケースが増えてきている。
そういう人たちが地域のことを知って本庁に
戻り、よい経験になっているとのことであっ
た。 

住民自らで設置、運営されており、全部で
486 館ある。地区公民館の分館ではなく独
立した自治公民館で、町会住民から拠出され
た経費で、町会住民から選出された役員によ
り運営され、公民館住民にとって最も身近な
公民館である。 

松本市の地域づくりの特徴
（地域づくり課） 

地域づくりの基盤は公民館活動と福祉ひろば
の活動 

松本市の地域づくりとは、「松本市地域づ
くりを推進する条例」（第２条第 1 号）によ
れば、「安心して、いきいきと暮らせる住み
よい地域社会を構築するため、市民が主体と
なって地域課題を解決していく活動や取り組
み」と定義されている。地域づくりの活動の
目的は、地域力（自治力・連帯力・教育力・
文化力）の向上を図ることされている。 

松本市の地域づくりの特徴は、公民館、
福祉ひろば活動の理念や蓄積が基盤となって
いる点である。同市の地域づくりにおいて重
視する点として、①お互い様の精神で、住民
の主体的な参加により進める　② 35 地区と
それぞれの特色を生かしながら進める　③町
会と市が対等な関係を維持し、町会を核とし
ながら進める　④学びを基盤としながら進め
る　⑤多様な主体の協働により進める　⑥地
域のペースにあわせて進める　の六点が挙げ

図２　　「地域づくりセンター体制　（「第二次松本市地域づくり実行計画（H29 ～ H33）」）」 
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松本市の地域文化財保存活用施策の
概要

（文化財課） 

松本市では、5 年間をかけて、2018 年（平
成 30 年）3 月に「松本市歴史文化基本構想」
を策定した。同構想は、地域の文化財を、指
定・未指定にかかわらず幅広く捉え、周辺環
境まで含めて総合的に保存活用するとともに、
文化財を核とした魅力あるまちづくりを進め
ていくための、いわば、文化財保存活用のマ
スタープランである。2019 年（平成 31 年）
2 月には、「松本市文化財保存活用地域計画」
を作成している。 

 地域住民自らが調査をしてまとめた「歴史
文化基本構想」 

「松本市歴史文化基本構想」策定時には、
公民館活動が盛んな地域特性を活かし、地域
住民自らが、35 地区の公民館を拠点に文化
財悉皆調査によって 11000 件余りの文化財
を抽出し、最終的に 165 件の関連文化財群
としてまとめた。設定にあたっては、歴史
的・地域的関連性（ストーリー）に関連する
文化財を群としてとらえ、地域の歴史や文化
を特徴づけるテーマを明確にした（城下町と
水、交通や街道、寺子屋や教育文化など）。 

調査は、地区公民館を事務局にして、歴
史研究会や史談会などが元々あった地区はそ
の組織が調査を行い、ない地区は調査のため
の組織を立ち上げた。専門的知識の必要な文
化財調査（建造物調査や樹木等調査）は、専
門家に業務委託をした。 

文化財課担当者によれば、「住民のみなさ
んが関わることが重要だと考え、まず、みな
さんが大事に思っていることを出してもらっ
た。コンサルタントにお願いしたら、もっと
きれいにできるが、そのようにはしなかった」
とのことであった。 

同時に、策定部会において、全市を貫く
関連文化群の設定として、165 件の関連文
化財群から導き出される松本の歴史や文化の
特性を「８つの魅力」としてまとめた。 

①松本城と城館群　②水のまち　松本　
③学びへの思い　④松本の山とマチに伝わる
文化～祈りと祭り～　⑤民芸が根付いた松本　

⑥商都松本　⑦街道の十字路　松本　⑧アル
プスと近代登山発祥のまち、以上を、松本市
の「８つの魅力」としてまとめ、関連文化財
群のストーリーをつくっていった。 

「まつもと文化遺産」選定制度の概要 

「まつもと文化遺産」選定制度は、「松本
市歴史文化基本構想」の策定後に創設した。
同構想策定時に設定した関連文化財群のうち、
地域住民が残したいものを面的に認定し、保
存活用団体の事業に対し財政的な支援等を行
う制度で、教育委員会が「まつもと文化遺
産」として認定している。2022 年 2 月現在
で、計 5 件（2018 年度（平成 30 年度）2 件、
2019 年度（令和元年度）2 件、2021 年度（令
和 2 年度 1 件）が選定されている。保存活
用団体の内訳は、沢村町会は町会（いわゆる
町内会）である。他の 4 件（今井、島内、安原、
新村）は公民館での一つの活動が母体となっ
ている。各活動の概要は下記のとおりである。

①沢村町会「古代より人びとの集うまち～ふ
れあい広がる大日堂～」（図３） 
・ 仏像の転倒防止用の台座作成 
・ 長野県立歴史館による特別展への仏像貸

出し 
・ 町内子ども会や地元中学校生徒による大

日堂内清掃。清掃後、堂内仏像の解説  

②今井地区文化財委員会「近代今井の象徴～
幕府領が守った文化財～」（図４） 
・ 文化財の看板の更新、新規設置 
・ 女性向け「今井を学ぶ講座」の開催（他

地区から転入してきた女性向け） 
・ 子ども向け「児童センターウォーキング」

の開催 

③島内地区歴史文化財調査委員会「嶋之の成
立と発展～平瀬城＆犬甘城　街道と水～」

（図５） 
・ 『島内歴史と文化遺産』刊行、小中学校、

児童センター等への配布 
・ 山城等の草刈り等維持管理 
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図３　沢村町会

図４　今井地区文化財委員会
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図６　安原地区まちづくり協議会・安原地区歴史研究会

図５　島内地区歴史文化財調査委員会
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図７　新村地区文化財保存会・あたらしの郷協議会 

よいかわからないので、その時は文化財課の
職員に来てもらって、切り口を教えてもらっ
た。 

その地区は水とかかわりが深い地区で交
通の要所。船着き場、水害で亡くなった子ど
もを慰霊する碑などが出てきて、みんなでわ
いわいと話をした。松本市街地への玄関口に
なっている地区で自分自身もいまの暮らしと
のつながりが良くわかった。

文化財課 : 地区について困ったときには地域
づくりセンターや公民館主事に聞いている。
松本市の場合は公民館の活動が行われていて、
だからこそ、関連文化財群の抽出ができた。
新興住宅地もあるが、地区の人たちが残した
いものを挙げてくださいということをしたら、
お祭りなどが出てきて、最終的には 165 件
となった。地区の住民のみなさんが誇りを思
っているものを出してもらう作業は、それを
支える公民館主事や地域づくりセンター長が
いたからできたと考えている。  

④安原地区まちづくり協議会、安原地区歴史
研究会 「松本城下　北の要　武家のまちと商
家のまち」（図６） 
・ 案内板等の点検・維持管理
・地元小学校コミュニティスクールの郷土歴

史学習への支援協力

⑤新村地区文化財保存会・あたらしの郷協議
会 「野麦街道と集落と集落を結ぶ里道　～交
通の要衝として発展を遂げたあたらしの郷
～」 （図７）

意見交換 

地区公民館での文化財調査 
当時の認識 
地域づくり・公民館担当：当時は公民館主事
としてある地区の公民館に勤務していた。文
化財の調査にあたっては一から歴史文化委員
会をつくり、メンバーは昔のことをよく知っ
ている館長、図書館長などに集まってもらっ
て始めた。素人なのでどうまとめていったら
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先に入っている印象があり、地域づくりで先
行してやっている。その部分が松本らしいと
思っている。連絡会はないが、課同士として
は、担当職員の行き来きはある。文化財の保
全に関連する際には相談したりする。 

府大（上杉）：いくつかの自治体に関わって
いるが、文化財担当も地域づくり担当課と連
動することが必要。スムーズにできそうなの
は松本市といくつかの自治体ぐらいである。 

所感 

以降、聞き取りを実施し、とりまとめ作
業にも関わった鈴木の所感である。松本市の
取り組みからの知見や他の地域にも参考にな
ると思われる点について、3 点ほど挙げてみ
たい。 

 施策の構想力 
一点目は、当初から、地域での文化財活

用が地域づくりにつながることを見込み、公
民館活動と接合した施策の構想力である。実
際の行政内部での推進にあたっては、一般的
に、首長部局である地域づくり・地域コミュ
ニティ担当と、教育委員会との連携は容易で
はなく、多方面の調整を要する。にもかかわ
らず、当初から、両部署をつなげ、より上位
での総合的な政策展開を推進した構想力と実
行力は評価に値する。 

地域住民が行う文化財調査のプロセスへの着
目 

二点目は、基本構想策定時の文化財悉皆
調査への地域住民の関わりとプロセス重視の
考え方である。地域住民が主体になって地域
での調査に関わるアプローチは、地域づくり
の分野では、調査をしながら、自らが、学び、
力をつけていく方法として、アクションリサ
ーチとしても知られている。しかし、その実
施にあたっては、行政資源や時間的制約など
から行政が行うことは多くはない。ましてや、
専門性が高い文化財の分野である。しかし、
松本市では、学術的な価値だけでなく、地域
住民自らが次世代に残したいものを選ぶとい
う考え方で、不足する部分は専門家の知見や

文化財の保存活用と地域づくりの接合の仕方 
府大（上杉）：文化財保護法が変わって保存
に加えて活用が大きく打ち出されている。例
えば、郷土史の会などは過去から現在を楽し
む方々が中心である。一方、まちづくりは現
在から未来を見るような目線である。文化財
保護法の改正では、過去から現在、未来につ
なぎましょう、誇りをもって未来を作ってい
こうという視線が打ち出されているが、地域
の誇りという視点はうまくはまってきている
のか。 

文化財課：その視点は持っていて、ある地区
での取り組みを始める際に、公民館主事に相
談して、地域づくりの団体に出てきてもらっ
た。町会や協議会、地区のなかで位置づけま
しょうと。公民館主事が一生懸命に活動をつ
くってくれた。文化財課が言う前に、地区の
なかでコンセンサスを作っていこう、自然と
そういう声が上がってくる。公民館主事に聞
こう、地域づくりセンターに聞こう、という
声が地域から出てくる。そういった土台があ
ったから、基本構想や基本計画、まつもと文
化遺産選定制度ができたと思う。 

文化財の活用における公民館・地域づくりセ
ンターの果たす役割 
地域づくり・公民館担当 : 松本市の公民館の
報告書を改めてみると、地区の宝を守ろうと
いう活動はいろいろあるのだなあと思った。
地域の踊りの講習会をやって夏祭りをやった
り、道祖神まつりをやったり、地区の食文化
を伝えていく活動がある。新しいものを立ち
上げるのはなく、いまあるものを活用できる
のであればと思っている。 

文化財部署と地域づくり部署との連携につい
て 
府大（上杉）：公民館や地域づくりでの活動
内容について、文化財課の職員としては把握
しているのか。また、連絡会はあるのか 。 

文化財課 : それぞれの地区で、どういった活
動をしているのか、なんとなくは把握してい
る。松本市の場合は地域でないと守っていけ
ないものは、すでに地域づくり交付金の交付
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行政担当者がフォローするというスタンスで
取り組んでいる。活動の成果だけではなく、
こうしたプロセスを重視する考え方は、今後
の地域づくりを考えるうえで示唆に富む。今
後の発展や進化を期待したい。 

公民館活動における住民同士の「学び」の活
動の価値 

三点目は、公民館活動での住民同士の学
びの活動への着目である。松本市は、すでに
述べてきたとおり、学びの拠点としての公民
館活動を軸にした地域づくりを進めてきた
40 年近い歴史を持つ。地域住民が文化財の
悉皆調査で選んだ 11,000 件の文化財を 165
件の関連文化財群に絞り込んで、８つの「松
本市の魅力」に沿ってまとめていった。それ
ぞれの思いを語り合い、ストーリーとして共
有する。その過程で、松本らしさを見出し、
地域への愛着が生まれるとともに、新たな実
践が生まれていく。このプロセスは、学びに
よって住民同士に相互作用が起きる公民館活
動の要諦とも言えるのではないだろうか。本
事例は地域への愛着の生成過程や地域への誇
りを創造する場のあり方を考えるうえで大い
に参考になると思われる。今後も引き続き、
現地調査を通じて、考察を深めていきたい。 
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